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熊本市男女共同参画年次報告書（平成２４年度事業実績）（概要） 

 

 熊本市男女共同参画推進条例第１４条は、「市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況に

ついて報告書を作成し、これを公表するものとする。」と規定しています。そこで、平成２４年度事業実績に

ついて、報告書を作成し、これを公表します。 

 

１ 成果指標について 

 

 

 

 
 

「男女共同参画」の内容を知っている市民の割合は５１．５％と前年度（５０．９％）に比べ０．６ポイ

ント上昇しましたが、目標値（７０％）には達していません。男女共同参画社会の実現を目指すことは、性

別や世代を超えた課題であり、今後もわかりやすくかつ効果的な啓発・情報発信に努める必要があります。 

  また、男女がともに参画している社会と感じる市民の割合は３８．５％と前年度（３９．７％）に比べ 

１．２ポイント減少し、目標値（５０％）には達していません。引き続き、社会の様々な分野において、男

女ともに個性と能力を発揮できるための支援施策の充実を図ることが必要です。 
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「男女共同参画」の内容を

知っている市民の割合 
４９％ ６０％ ５１．５％ Ｂ ７０％ 

男女がともに参画している

社会と感じる市民の割合 
３５．２％ ４５％ ３８．５％ Ｂ ５０％ 
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２ 具体的な取り組みについて 

 

 方向性１ やる気の出る社会  

～男女がともに自分の能力を発揮できる環境づくりを進めます～ 

  ・児童・生徒の自立の意識を育む教育・学習の充実 

  ・男女共同参画への理解を広げる啓発・学習の充実 

  ・政策・方針決定過程への女性の参画促進 

  ・女性の起業・就業支援 

  ・女性のキャリアアップ支援 

 

  ［平成 24 年度の実施状況］ 

  ・家庭教育学級数や学級生数は、依然として減少傾向（前年度８９学級→８８学級）にあるものの、グル

ープ学習として家庭教育セミナーの実施や公民館で合同研修を開催する等、交流と情報交換を行った。 

    ・審議会等における「あて職」を除く女性委員の割合は、29.3％となり、前年度（28.9％）と比べて 0.4

ポイント増加した。 

  ・母子自立支援プログラムの策定件数は 79件となり、前年度（53 件）と比べて約 1.4 倍増加した。 

   

 

 

 方向性２ やすらぎのある社会  

～男女がともに自分らしいバランスで仕事・家庭・地域に関わることができる環境づくりを進めます～ 

  ・多様な働き方への理解を促す情報の提供 

  ・事業者と連携したワーク・ライフ・バランスの推進 

  ・子育てに関する支援 

  ・介護に関する支援 

  ・家庭生活など仕事以外への生活への男性の参画支援 

 

・ワーク・ライフ・バランス実現のために有効かつ効果的であるテレワークへの理解を深めるため、 

企業経営者等を対象にセミナーを開催、また出前講座を開催するなどワーク・ライフ・バランスの 

推進を行った。 

  ・「男のライフセミナー」や「親子料理教室」など家庭生活に関する講座の受講者数は 1,474 人となり、 

   昨年度（1,118 人）と比べて 356 人増加した。 

  ・父親の子育ての推進や父親の子育てを社会全体で支援する意識の醸成を図るためのよかパパ宣言者数 

   は 569 件となり、昨年度（402 件）と比べて 167 件（個人 127 件、企業 40 件）増加した。 
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 方向性３ やりがいのある社会 

  ～個々の意見や能力が反映される地域社会を目指し、男女の地域への参画を進めます～ 

・地域における男女共同参画の推進 

  ・男女共同参画センターはあもにい（旧総合女性センター）の機能充実 

 

  ・これまで旧植木町を対象に開催してきた男女共生会議を、政令指定都市移行を機に対象範囲を北区に 

広げ開催した。 

  ・男女共同参画センターはあもにいの管理・運営業務を指定管理者制度に移行した。 

・男女共同参画センターはあもにいの年間利用者数は 129,187 人となり、前年度（126,193 人）と比べ 

て 2,994 人（2.4％）増加した。 

 

 

 方向性４ やさしさのある社会 

  ～暴力（ＤＶ・セクハラなど）の根絶を図るとともに、生涯を通した健康づくりを支援します～ 

  ・暴力（ＤＶ・セクハラなど）を許さない意識づくり  

  ・ＤＶ相談体制の強化と被害者の自立支援 

  ・生涯を通じ健康であるための支援 

 

  ・ＤＶやセクシュアルハラスメントをテーマとした出前講座を開催し、8 団体 1,087 人が受講した。 

・配偶者からの暴力（ＤＶ）に関する相談は毎年概ね 500 件を超えており、平成 24年度は 634 件で 

前年度（448 件）と比べて 186 件増加した。 

  ・健康教育・相談の実施回数は 1,085 回となり、昨年度（762 回）と比べて 323 回増加した。 

 

 

 


